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議案第３２号 

   令和７年度補正予算について（９月補正） 

 令和７年度補正予算を定めることについて、次のとおり市長に申し出

るものとする。 

  令和７年８月２９日提出 

千葉市教育委員会教育長 鶴 岡 克 彦   
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令和７年度補正予算について（９月補正） 

 

（体験学習バス借上げ） 

 

学校教育部 教育指導課・教育支援課 

 

１ 補正理由 

  全国的な運転手不足に起因するバス不足に対応し、令和８年度に実施する移動 

教室及び長柄げんきキャンプの児童生徒送迎用バスを確実に確保するため、令和 

７年度中に早期発注を行うこととし、債務負担行為を設定する。 

 

 ２ 補正内容 

   体験学習バス借上げに係る債務負担行為 

    期 間：令和８年４月１日～令和９年３月３１日（１年間） 

    限度額：６６，０００千円 

 

    〈内訳〉 

① 移動教室 ５０，０００千円 

・参加者 小学５年生 

・送迎先 市少年自然の家（往復） 

・積算根拠 

 バス単価 121,000 円 必要台数 410 台 

 

② 長柄げんきキャンプ １６，０００千円 

・参加者 特別支援学級及び特別支援学校の小・中学生 

・送迎先 市少年自然の家（往復） 

・積算根拠 

 バス単価 121,000 円 必要台数 130 台 

 

①＋②＝66,000 千円 
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令和７年度補正予算について（９月補正） 

（外国語講師派遣） 

 

学校教育部 教育指導課 

 

１ 補正理由 

令和８、９年度に実施する外国語講師派遣について、本市の英語教育の充実を 

図ることを目的とし、長期的な展望としての外国語講師の拡充及び経費削減のた 

め、JET プログラムを活用した ALT 派遣を導入するとともに、講師を確実に確保 

するため、令和７年度中に早期発注を行うこととし、債務負担行為を設定する。 

 

 ２ 補正内容 

   外国語講師派遣に係る債務負担行為 

    期 間：令和８年４月１日～令和１０年３月３１日（２年間） 

    限度額：５８０，０００千円 

    ・年間 290,000 千円×2 年＝580,000 千円 
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令和７年度補正予算について（９月補正） 

（学校給食費の負担軽減） 

 

学校教育部 保健体育課 

 

１ 補正理由 

学校給食の食材料費高騰に対応するため、令和７年４月から９月まで実施して

いる公費負担による学校給食費の保護者負担軽減について、１０月以降も継続し

て実施する。 

２ 補正予算額 

（１） 学校給食事業特別会計 

賄材料費の増額 ４９９，０００千円 

（２） 一般会計 

学校給食事業特別会計への繰出金 ４９９，０００千円 

【財源】物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 １５２，８６１千円 

一般財源                ３４６，１３９千円 

３ 補正予算の内容 

市立学校における令和７年度の学校給食食材費について、現行学校給食費では

不足する分を２３．４％と見込み、賄材料費を増額する。当初予算にて４～９月

分を措置しており、１０～３月分を措置する。 

令和７年４月時点の消費者物価指数の伸びから、特に影響の大きい米につい

て、実際の調達単価の伸びに置き換え算定した。 

４ 参考 

区分 １食単価 
保護者負担 

給食費 

補正 

増額分 

（参考） 

当初予算増額分 

小学校 
１～３年生 333 270 63 53 

４～６年生 355 288 67 56 

第二養護学校 
１～３年生 355 288 67 56 

４～６年生 368 298 70 58 

中学校・中等教育学校（前期課程）・高等特別支援学校 395 320 75 62 

養護学校 431 349 82 68 
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令和７年度補正予算について（９月補正） 

（各種開発事業に伴う発掘調査） 

 

生涯学習部 文化財課 

 

１ 補正理由 

  市内で実施される各種開発事業の計画地内に埋蔵文化財が所在する場合、文化 

財保護法に基づき発掘調査による記録保存等の措置を講じた上で、工事に着手す 

る必要がある。 

各種事業の市所管課・民間事業者との協議により、今年度に入って事業計画が 

確定し、かつ今年度中に発掘調査を実施しなければ工期に影響が生じる事業に対 

し、必要な発掘調査費を増額する。 

 

２ 補正内容                        （単位：千円） 

事業名 
当初 

予算額 

補正 

増額分 
合計 内 容 

開発事前発掘調査 30,234 38,000 68,234 
緊急対応を要する 

試掘、確認調査等 

公共事業発掘調査 20,000 14,000 34,000 
市公共事業に伴う

確認調査、本調査 

合 計 50,234 52,000 102,234 
 

 

３ 調査対象遺跡 

（１）開発事前発掘調査 

 兼塚古墳群・笹目沢遺跡（中央区生実町・民間工業団地造成） 

 松原遺跡・松原東遺跡（中央区南生実町・民間宅地造成）   他 

（２）公共事業発掘調査 

 柳沢遺跡（若葉区小倉町・博物館整備） 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和７年度補正予算について、市長に意見を申し出るため、千葉市

教育委員会組織規則第８条第６号の規定に基づき、議決を求めるもの

であります。 
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議案第３３号 

千葉市立小学校設置条例の一部改正について 

千葉市立小学校設置条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する

よう市長に申し出るものとする。 

令和７年８月２９日提出 

千葉市教育委員会教育長  鶴 岡 克 彦 

千葉市条例第  号 

千葉市立小学校設置条例の一部を改正する条例 

千葉市立小学校設置条例（昭和３９年千葉市条例第１５号）の一部を

次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に

下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

 (名称等) 

第２条 市立小学校の名称及び位置は、次の

とおりとする。 

名称 位置 

[略] [略] 

千葉市立千城台みら

い小学校 

千葉市若葉区千城台

東 3丁目 18番 1号 

 

 

 

 (分校) 

第３条 次表左欄に掲げる小学校に同表中欄

に掲げる分校を置き、その位置は、同表右

欄に掲げるとおりとする。 

小学校 分校の名称 分校の位置 

千葉市立更

科小学校 

富田分校 千葉市若葉

区富田町 83

番地 
 

 (名称等) 

第２条 市立小学校の名称及び位置は、次の

とおりとする。 

名称 位置 

[略] [略] 

千葉市立千城台みら

い小学校 

千葉市若葉区千城台

東 3丁目 18番 1号 

千葉市立幕張若葉

小学校 

千葉市美浜区若葉 3

丁目 1番地 26 

 

 

［削る］ 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

新たに、千葉市立幕張若葉小学校を設置するとともに、千葉市立更

科小学校富田分校を廃止するため、条例の一部を改正するよう市長に

申し出ることについて、千葉市教育委員会組織規則第８条第６号の規

定により議決を求めるものであります。 
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